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横
田
文
書
の
概
要

　

横
田
文
書
は
、
丹
波
国
山
国
荘
下
村
（
京
都
市
右
京
区
京
北
下
町
）
の
有
力
農
民

で
あ
っ
た
横
田
家
伝
来
の
文
書
で
、
史
料
編
纂
所
が
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）

頃
に
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
（
請
求
記
号
〇
〇
七
一
―
四
）。
編
纂
所
の
解
題
で
は
、

横
田
家
を
山
国
神
社
（
同
京
北
鳥
居
町
）
の
禰
宜
を
世
襲
し
た
四
家
の
一
つ
と
し
、

近
世
に
は
下
村
の
庄
屋
も
勤
め
る
家
柄
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

現
在
は
巻
子
と
な
っ
て
お
り
、「
丹
波
横
田
文
書
」
と
題
箋
が
付
さ
れ
、
二
〇
点

の
文
書
が
一
巻
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
横
田
文
書
は
巻
首
よ
り
一
点
目

か
ら
六
点
目
、
一
一
点
目
か
ら
二
〇
点
目
ま
で
編
年
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　

中
間
の
七
点
目
か
ら
一
〇
点
目
に
は
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
の
奈
良
春
日
社

造
替
に
関
わ
る
文
書
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
四
点
は
史
料
編
纂
所
所
蔵
鹿

田
文
書
（
請
求
記
号
〇
〇
七
一
―
三
）
の
一
部
で
あ
る
。
成
巻
の
際
に
混
入
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
本
史
料
紹
介
で
は
四
点
の
鹿
田

文
書
を
除
く
一
六
点
を
原
本
調
査
し
、
旧
所
蔵
家
で
あ
る
横
田
家
と
山
国
地
域
と
の

関
係
を
述
べ
、
後
半
に
翻
刻
を
掲
載
し
た
。

　

な
お
、
山
国
地
域
を
対
象
と
し
た
近
年
の
研
究
成
果
に
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る

特
権
的
な
地
位
の
維
持
を
目
的
と
し
た
民
衆
の
行
動
が
、
天
皇
権
威
を
存
続
さ
せ
る

重
要
な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
坂
田
聡
・
吉
岡
拓
の
共
著
や
、
同
地
域
に

関
す
る
丹
念
な
先
行
研
究
整
理
と
評
価
を
お
こ
な
っ
た
熱
田
順
の
論
文
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
、
横
田
文
書
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
山
国
地
域
を
研
究
フ
ィ
ー
ル

ド
と
し
て
き
た
山
国
荘
調
査
団
（
代
表　

坂
田
聡
中
央
大
学
教
授
）
に
よ
る
山
国
神

社
及
び
同
神
社
と
深
い
関
係
を
有
し
た
鳥
居
家
の
文
書
目
録
と
解
題
、
吉
田
家
と
横

田
家
の
関
係
性
に
着
目
し
た
石
川
の
論
考
が
あ
る
。

横
田
文
書
の
移
動

　

横
田
家
か
ら
の
流
出
経
緯
や
詳
細
な
時
期
は
不
明
で
あ
り
、
史
料
編
纂
所
内
で
も

「
購
入
」
し
た
こ
と
以
上
の
収
蔵
経
緯
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
巻
首
の
表
装
紙
に
「
東

京
帝
國
大
學
附
属
圖
書
館
／
明
治
四
十
四
年
七
月
十
八
日
／
１
６
２
５
９
５
」
と
押

印
さ
れ
た
貼
紙
が
あ
り
、
こ
の
日
付
が
受
入
日
と
推
測
さ
れ
る
。
各
文
書
の
袖
や
奥

の
下
部
に
二
種
類
の
「
東
京
帝
國
大
學
圖
書
館
」
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
横
田
文
書

に
は
長
方
形
印
、
鹿
田
文
書
に
は
丸
印
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
横
田
文
書
一
六
点
の

袖
上
部
に
は
「
４
４
．
７
．
１
８
」
の
ス
タ
ン
プ
印
が
確
認
さ
れ
る
が
、
鹿
田
文
書

四
点
に
こ
の
ス
タ
ン
プ
は
捺
さ
れ
て
い
な
い
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
一

日
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
東
京
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
は
全
焼
し
、
所
蔵
し
て
い
た

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

史
料
紹
介東

京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
横
田
文
書
」

岡　
　

野　
　

友　
　

彦

柳　
　

澤　
　
　
　
　

誠

石　
　

川　
　

達　
　

也
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書
物
や
史
料
の
大
部
分
が
失
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
史
料
は
、
他
の
数
点
の
史
料

と
共
に
た
ま
た
ま
外
部
へ
持
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
被
災
を
免
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

史
料
群
の
特
徴

　

後
掲
翻
刻
部
の
と
お
り
、
年
代
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
か
ら
元
文
六
年
（
一

七
四
一
）
に
亘
り
、
全
一
六
点
の
内
一
二
点
が
田
・
畠
（
畑
）・
山
の
売
券
で
あ
る
。

山
国
地
域
に
は
、
中
世
以
来
の
名
主
家
で
、
か
つ
近
世
に
村
役
人
を
つ
と
め
た
家
が
、

現
在
ま
で
中
世
以
降
の
文
書
を
伝
え
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
が
、
文
禄
・
慶
長
期

の
文
書
は
僅
少
で
あ
る
。
ま
た
当
地
域
は
江
戸
幕
府
成
立
後
幕
領
に
な
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
が
、
実
は
具
体
的
な
時
期
や
支
配
の
実
態
を
明
確
に
示
す
史
料
は
未
だ
明
ら

か
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
当
該
期
の
史
料
が
含
ま
れ
る
点
で
、
横
田
文

書
は
貴
重
で
あ
る
。

　

横
田
文
書
の
売
券
の
う
ち
「
永
代
」
文
言
の
あ
る
文
書
が
九
点
あ
る
。
そ
の
内
三

点
（
文
書
一
三
～
一
四
）
は
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
三
月
の
田
畑
永
代
売
買
禁

止
令
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
山
国
地
域
に
残
る
当
該
期
の
売
券
に
も
「
永
代
」
文
言

は
使
用
し
続
け
ら
れ
て
お
り
、
当
地
域
に
お
い
て
例
外
的
な
史
料
に
は
あ
た
ら
な
い
。

支
配
の
あ
り
方
に
よ
る
も
の
か
、
地
域
の
慣
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
な
ど
に
つ
い

て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
す
る
が
、
山
国
地
域
が
中
世
以
来
の
禁
裏
領
か
ら
幕
領

に
切
り
替
わ
る
、
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
時
期
の
史
料
を
含
む
横
田
文
書
か
ら
、

同
時
期
の
在
地
動
向
の
一
端
を
知
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

神
職
家
と
し
て
の
横
田
家

　

近
世
山
国
郷
の
一
宮
で
あ
っ
た
山
国
神
社
の
神
職
は
下
村
の
横
田
氏
、中
江
村（
右

京
区
京
北
中
江
町
）
の
小
畠
氏
、
比
賀
江
村
（
同
京
北
比
賀
江
町
）
の
新に

井い

氏
、
大

野
村
（
同
京
北
大
野
町
）
の
野
尻
氏
、
以
上
の
四
つ
の
家
筋
か
ら
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
竹
田
聴
洲
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
山
国
神
社
で
は
十
七
世
紀
中
頃
か

ら
大
覚
寺
門
跡
（
真
言
両
部
神
道
）
の
支
配
下
に
あ
っ
た
社
僧
と
吉
田
家
（
吉
田
神

道
）
の
支
配
下
に
あ
っ
た
横
田
氏
（
将
監
・
和
泉
・
河
内
・
将
監
の
四
代
）
が
主
導

権
を
め
ぐ
り
対
立
し
、
長
期
に
亘
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
本
山
・
本
所
を
巻
き
込
ん
だ
相

論
と
な
っ
て
い
た
。
横
田
氏
は
こ
の
相
論
に
お
い
て
、
山
国
四
神
職
家
の
中
で
反
両

部
神
道
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
神
宮
寺
を
通
じ
て
大
覚
寺
末
に
属
し
、

禰
宜
家
を
介
し
て
吉
田
家
に
も
属
す
る
と
い
う
両
属
の
形
で
落
ち
着
い
た
。
神
職
家

と
し
て
の
横
田
家
の
歴
代
当
主
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
山
国
神
社
に
残

さ
れ
た
文
書
か
ら
わ
ず
か
に
復
元
で
き
る
（
表
１
）。

　

横
田
家
は
江
戸
時
代
を

通
じ
て
吉
田
家
の
支
配
下

神
職
と
し
て
の
立
場
を
変

え
て
い
な
い
よ
う
で
あ

り
、
そ
の
関
係
は
吉
田
家

の
窓
口
の
受
付
簿
で
あ
る

「
御
広
間
雑
記
」（
天
理

大
学
図
書
館
蔵
）
か
ら
も

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

（
表
２
）。

　

内
容
は
恒
例
の
挨
拶
や

見
舞
い
に
関
す
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
特
筆

す
べ
き
こ
と
は
少
な
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
京

都
近
郊
の
吉
田
家
支
配
下

神
職
が
定
期
的
に
本
所
で

あ
る
吉
田
家
へ
直
接
挨
拶

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

表1　神職横田家の歴代
万治元年　遷宮次第（山国神社文書5-111-1）

万治元年（1658） 横田和泉守重清 遷宮次第授与

明治6年　横田惟貞家系手続書（山国神社文書5-111-8）

寛文７年（1667）
横田数馬清広

吉田殿神道裁許

天和３年（1683） 従六位上　和泉守

享保２年（1717） 横田河内守伴清 吉田殿神道裁許

享保14年（1729） 横田将監房清 吉田殿神道裁許

宝暦14年（1764） 横田数馬清章 吉田殿神道裁許

文政元年（1818） 横田河内守惟清 吉田殿神道裁許

弘化２年（1845） 横田河内守惟貞 吉田殿神道裁許
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年 月 日 肩書・人名 内　　　容
承応４
（1655）

1 5 丹波ノ山国　横田将監 栗一折、葉たばこ三把持参

明暦３
（1657）

2 5 厨（ヵ）丹波国山邦之社人　横田和泉 御見（ヵ）舞来ル、葛預持参

4
5 丹波山国社家　横田和泉 鮒二持参

22 丹波山郡之社人　横田和泉 竹子指上ル
5 27 丹波山郡　横田和泉 御見通
8 2 丹州山郡　横田和泉御見廻 生鮎一折持参

10 6 丹州　横田将監 練杼五持参
11 24 丹波之山郡　横田和泉 鮒一折持参

明暦４

1
6 丹波山国　横田和泉 たはこ葉（ヵ）二把、胡桃一袋上ル

28 丹波之国社人一人 始而御礼申上ル、対面無

2
6 丹波山国　横田和泉 御見舞申上ル、葛子籠入一上ル

27 丹波国山国之　横田和泉
先日迁宮之為御礼御樽一荷、
鮎鮓桶一指上ル

5 12 丹州山国　横田和泉 束蕗一折持参
6 13 丹波山国社家　横田和泉　同所社家　左近 御礼申上ル

9
14 丹州桑田郡社人 裁許状申請
22 丹波国山国之　横田和泉 松茸栗指上ル

11
4 丹波山国社人　横田和泉 鶏差上之、メントリ
7 丹波山国　横田和泉 宣命被遣

12 23 丹波国之　横田和泉 雉子一羽持参

万治２
（1659）

1 6 丹波山国ノ社人　横田和泉 たはこ二把、黒大豆一袋持参
3 16 丹州山国　横田和泉 独活一折指上、御見舞申上
7 10 丹波山国　横田和泉 鮓十五指上ル

万治３

4 23 山国　横田和泉 竹子一折指上
7 10 丹波国山国之　横田和泉 桃嚢□子一折指上ル

8
6 丹波国山国之　横田和泉 御見廻申丹波山□一折持参

17 丹波国山国之社人　横田和泉守 木（ヵ）漬一折指上ル
12 25 山国之　横田和泉 為歳末之御礼栢一折持参

万治４

1 5 州山国之社人　横田和泉 御礼長人印草茶二袋差上ル

3
15 丹州玉国之　横田和泉 独活一括差上ル
17 丹波山国　横田和泉 御見舞

4 14 丹波国山国ノ社人　横田和泉 蕗一把指上ル
6 9 丹波山国　横田和泉 御見舞鮎鉢一ツ指上ル
8 23 丹波山国之社人　横田和泉 為御見廻焼米一袋、并梨一折差上ル

10 27 丹波国山国之　横田和泉 為見廻たはこ一把、ひわ一折上ル

12 26 丹波山国之社人　横田和泉
鮎之わタ、曲物并たはこ一
把、歳暮為御祝儀指上ル

寛文２
（1662）

1 18 丹波之国山国　横田和泉 多葉古一把、袋茶二ツ差上ル
12 21 丹波国山国社家　横田和泉 御見廻申上、鮎鮓少上ル

寛文３
1 18 丹波国山国之社人　横田和泉守 為御礼黒大豆一升、たはこ一把指上ル
4 10 丹州山国之　横田和泉 参宮仕ニ付御祓并餅五、青苔三把指上ル
7 9 丹州山国之社人　横田和泉 鮎鮓二十指上ル

寛文４
1 28 丹波山国之社人　横田和泉 御礼多者こ一把、柏少指上ル

10 25 山国　横田和泉 御見舞杼少指上ル
寛文５ 12 15 丹州山国之社人　横田和泉 為御見廻来る、鮒十串献之

寛文６
1 19 丹州山国之社人　横田和泉 為□礼莨菪二把并柏差上
9 19 丹波国山国之　横田和泉 鮎鮓差上被見舞之由也、御対面被下

寛文７

1 19 丹波山国之社人　横田和泉 小豆一袋、タハコ一把差上
7 10 丹波国山国　横田和泉 為御見舞鮎鮓一折持参

10
3 丹波国社人 御礼申上ル

19 丹波山国ノ　横田和泉 小豆指上ル
11 2 丹波山国一宮之社人 横田和泉父子御礼申上ル
12 27 丹波国山国　横田数馬 歳暮之為御祝儀栢餅一ツ差上

寛文８ 11 17 丹波山国之社人　横田和泉 御見舞申上ル、なま魚献之

寛文９

1 17 丹波山国之社人　横田和泉 柏一袋并莨菪二把差上ル
9 23 丹波国山国村之社祠□□□□（虫損） 栗一折持参為御見廻

10 6 丹波山国之社人　横田和泉 葉莨菪三把献之及度々云了

⑩ 16 丹波山国之社人　横田和泉
今度某社造替ニ付　宣命之
事申上之間被遣也

年 月 日 肩書・人名 内　　　容

寛文９ 11 19 丹州山国之社人　横田和泉

先頃某社造替ニ付　宣命之
義申上ル、為御礼来る、樽
アブリモロコ十串、葉莨菪
十四把献上之也

寛文10
1 17 丹波国之社人　横田和泉倅数馬 為年頭小豆一袋、扇子三本入持参
7 11 丹州山国　横田和泉 鮎十五持参

12 3 丹波山国之社家　横田和泉 栗一折献之

寛文11
1 6 丹波国山国神社之社家　横田和泉 栢一袋、扇子二本入持来
7 5 丹波国山国社家　横田和泉 鮎鮓指上

寛文12
1 20 丹波国山国之社家　横田数馬 指上栢一袋、扇子二本入

⑥ 24 丹波国山国神社之社家　横田数馬 為御見廻鮎一折持来
12 14 丹波国山国神社之祠官　横田数馬 為歳末之御祝儀小豆一袋持来

寛文13
1 19 丹波山国神社之祠官　横田数馬

為年始之御礼扇子二本入、
栗一折持来

10 26 丹波国山国之社人　横田和泉 為御見廻杼一折持参
12 20 丹州山国之社家　横田数馬 為歳暮之御祝儀黒大豆一袋持来

延宝２�
（1674）

1 18 丹州山国之社家　横田和泉 柘一袋、扇子一箱持来、御対顔
3 5 丹波国山国神社之社家　横田和泉 菓子一袋持参
7 21 丹波山国之社人　横田和泉 為盆之御礼鮎壱折致持参也

12 28 丹波国山国神社之社家　横田和泉 歳暮之為御祝儀鮎切漬曲物二ツ持参

延宝３

1 18 丹波国山国之社家　横田和泉
扇子弐本入、榧壱袋持参、
御対面也

7 2 丹波国山国神社之社家　横田和泉 鮎一折持参

8 21 丹州山国之社家　横田和泉
御移徙之為御祝義手樽壱ツ、
塩鯛壱折二持参、御対面也

延宝４
1 18 丹波山国之社家　横田数馬

為御礼扇子二本入、榧壱袋
持参、御対面也

8 29 丹州山国之社家　横田和泉 柳梨一折持参
11 24 丹波国山国之社家　横田和泉 柿一折持参

延宝５

8 10 丹波国山国之社家　横田和泉 鮎一折持参
8 29 丹波国山国之社家　横田和泉 柿一折持参

10 20 丹波国山国神社之社家　横田和泉 □（鱁ヵ）壺物持参

⑫ 21 丹波国山国神社之社家　横田和泉
為 歳 末 之 御 祝 義 鮎 塩 □
（辛ヵ）壺物持参

延宝６

1 18 丹州山国神社之社家　横田数馬 扇子二本入、柏一袋持参
7 1 丹波山国之社家　横田和泉 鮎一折持参

10 12
丹波国山国神社之　横田和
泉

柿一折持参、内々申上候山
国神社縁起頂戴也

12 20
丹波国山国神社之社家　横
田数馬

為歳末之御祝儀柏一袋、煙
草二十把持参

延宝７
1 23 山国之　横田和泉 扇子二本入り、黒大豆一袋
8 21 丹波山国　横田数馬 為御見舞鮎一折持参

延宝８
1 24 丹波国山国之　横田数馬 扇子二本入并柏一袋
7 20 丹波山国社司　横田数馬 鮎二十

延宝９
1 18 丹波国山国之社家　横田数馬 柏一袋
7 12 丹波山国之社家　横田数馬 鮎一折

12 28 丹州山国　横田数馬 黒大豆一袋

天和２
（1682）

1 18 丹州山国　横田数馬 扇子一箱、柏一袋
8 4 丹州山国之　横田数馬 鮎一折

12 27 丹州山国之　横田数馬 柏一袋

天和３
1 18 丹州山国之　横田数馬 扇子二本入、烟草二十把
6 26 山国之社人　横田数馬 鮎一折
8 12 丹波山国之社人　横田和泉 鮎一折

天和４／
貞享元

1 18 丹州山国神社之　横田和泉守 扇子二本入、大豆一袋
7 9 丹州山国之　横田和泉 塩鮎一折

12 27 丹州山国之　横田和泉 歳暮之御礼ウルカ壷物

貞享２
1 18 丹波国山国之　横田和泉 扇子二本入、烟草二把

12 26 丹波国山国之　横田和泉 ウルカ壺物歳暮　
貞享３ 11 21 丹波山国之社家　横田和泉 鮎ノうるか、壺ハ物

表２　「御広間雑記」に見る横田氏

「御広間雑記」承応４年～貞享３年までを確認。閏月は丸数字で示した。
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に
出
向
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
実
例
と
し
て
興
味
深
い
。
地
元
の
名
産
品
を
土
産

と
し
て
持
参
す
る
よ
う
で
あ
り
、
タ
バ
コ
や
柏
、
小
豆
な
ど
と
と
も
に
鮎
（
生
鮎
、

鮓
、
ウ
ル
カ
）
も
見
ら
れ
る
。
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
二
月
二
十
七
日
の
「
迁
宮

之
為
御
礼
」
や
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
閏
十
月
、
十
一
月
の
「
社
造
替
」
の
よ
う

に
、
神
社
の
遷
宮
・
造
替
の
際
に
は
特
別
な
御
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
通
常

の
祭
礼
の
際
に
も
吉
田
家
よ
り
役
人
が
差
遣
さ
れ
て
い
た
。
今
回
調
査
し
た
範
囲
で

は
、
記
録
が
残
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
継
目
や
裁
許
に
関
わ
る
記
事
は
、
明
暦
四
年
九

月
十
四
日
の
「
裁
許
状
申
請
」
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

ま
た
「
御
広
間
雑
記
」
に
は
、
四
神
職
家
の
う
ち
横
田
家
以
外
の
家
が
登
場
し
な

い
。
こ
れ
は
、
四
家
の
中
で
横
田
家
が
主
導
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
、
吉
田
家
と

の
交
渉
は
横
田
家
が
担
当
し
て
い
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
横
田

家
も
穏
や
か
な
時
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
年
未
詳
な
が
ら
「
横
田
数
馬
」

が
「
近
年
段
々
及
貧
窮
神
職
難
勤
候
ニ
付
御
断
申
度
」
と
禰
宜
職
を
辞
そ
う
と
し
て

い
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
横
田
数
馬
が
表
１
の
清
章
だ
と
す
れ
ば
、
十
八
世
紀

中
頃
に
は
禰
宜
横
田
家
は
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

山
国
郷
下
村
横
田
氏

　

横
田
文
書
の
旧
所
蔵
家
で
あ
っ
た
横
田
家
は
、
か
つ
て
丹
波
国
山
国
郷
下
村
に
居

住
し
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
に
京
都
市
内
に
転
出
し
た
家
と
推
測
さ
れ
る
。
下
村
は

近
世
山
国
（
本
郷
）
八
ヶ
村
の
う
ち
最
も
南
に
あ
り
、
周
山
上
村
・
同
下
村
（
右
京

区
京
北
周
山
町
）
に
接
す
る
。
大
堰
川
が
村
域
の
西
側
を
北
東
か
ら
南
西
に
貫
き
、

両
岸
の
平
地
に
集
落
と
耕
地
を
も
つ
。
江
戸
時
代
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
地
誌
『
桑
下

漫
録
』
に
は
「
田
地
平
面
に
し
て
上
田
也
」「
山
林
多
材
木
出
之
」
と
あ
る
。
左
岸
の

北
寄
り
に
は
、
そ
の
山
容
か
ら
「
山
国
富
士
」
と
も
称
さ
れ
、
麓
に
室
町
幕
府
管
領

細
川
頼
之
が
隠
棲
し
た
と
伝
わ
る
姑こ

棄き

野の

山
を
擁
す
る
。
右
岸
の
東
に
は
更
に
広
大

な
山
地
を
含
み
込
み
、
細
川
七
ヶ
村
（
右
京
区
京
北
細
野
町
）
に
接
し
た
。
大
堰
川

の
支
流
稲
荷
谷
川
沿
い
の
道
か
ら
山
に
入
り
東
進
す
る
と
、
茶
呑
峠
で
山
城
国
境
を

越
え
る
。
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
大
森
・
真
弓
・
杉
坂
、
長
坂
の
京
見
峠
を
経
、
鷹
ヶ

峰
（
い
ず
れ
も
京
都
市
北
区
）
か
ら
京
市
中
に
出
る
道
は
「
長
坂
越
」
や
「
丹
波
道
」、

「
山
国
路
」
等
と
呼
ば
れ
た
ル
ー
ト
で
あ
る
。

　

後
掲
図
は
明
治
期
頃
の
地
籍
図
に
基
づ
く
が
、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
九
月
の

「
下
村
検
地
帳
」（
鳥
居
村
鳥
居
家
文
書
）
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
小
名
（
小
字
）
が

確
認
さ
れ
る
。
図
の
小
字
と
ほ
と
ん
ど
対
照
で
き
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
同

検
地
帳
で
は「
道
ノ
下
」「
藤
原
」「
よ
こ
田
代
」「
井
ノ
口
」「
西
ノ
た
う
」「
辻
」「
か

は
た
」「
経
田
」「
い
つ
も
田
」「
の
神
」
に
上
田
が
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
「
高
ノ
」

に
上
畠
が
多
い
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。文
禄
五
年
の
検
地
で
は
村
高
三
〇
八
石
余
、

延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
検
地
で
三
八
七
石
余
と
な
っ
て
い
る
。
戸
数
は
文
禄
五

年
の
検
地
帳
に
よ
れ
ば
六
一
軒
で
あ
っ
た
。
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
に
幕
府
領

か
ら
旗
本
杉
浦
氏
領
と
な
り
幕
末
に
至
っ
て
い
る
。

　

近
世
の
下
村
横
田
家
は
前
述
の
通
り
、山
国
本
郷
の
四
神
職
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
家
を
本
家
と
し
て
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
に
別
家
し
た
次
兵
衛
家
が
確
認

さ
れ
、
下
村
の
庄
屋
を
務
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
下
村
の
庄
屋
は
別
に
中
世
山
国
荘

の
荘
官
家
で
も
あ
っ
た
水
口
家
も
務
め
て
い
た
。
横
田
は
近
世
初
期
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
の
年
号
を
持
つ
由
緒
書
に
載
る
家
筋
で
あ
り
、

近
世
山
国
郷
に
お
い
て
は
中
世
以
来
の
名
主
と
し
て
位
置
を
占
め
て
い
た
。そ
こ
で
、

中
世
山
国
荘
お
よ
び
近
世
山
国
郷
下
村
に
関
す
る
文
書
に
、
横
田
が
ど
の
よ
う
に
現

れ
る
か
確
認
し
て
お
こ
う
。

中
世
の
横
田
家

　

管
見
の
限
り
、
山
国
地
域
の
文
書
に
横
田
家
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
、
永
正
十
二

年
（
一
五
一
五
）
二
月
二
十
四
日
付
「
鳥
居
北
次
郎
左
衛
門
尉
清
重
田
地
売
券
」（
下

村
水
口
家
文
書
）
で
あ
り
、
某
所
瑞
空
庵
の
寺
領
十
五
代
が
「
横
田
ノ
ク
ニ
女
」
に

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）
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売
却
さ
れ
て
い
る
。
翌
永
正
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
付
「
鳥
居
太
郎
康
清
田
地
売

券
」（
同
前
）
で
は
、「
横
田
上
大
町
」
の
田
一
段
が
「
横
田
源
次
郎
」
に
売
り
渡
さ

れ
て
い
る
。
二
点
の
文
書
は
田
地
買
得
主
の
横
田
氏
の
も
と
に
残
さ
れ
る
の
が
自
然

で
あ
る
が
、
後
に
下
村
水
口
氏
に
こ
れ
ら
の
土
地
が
売
却
さ
れ
た
の
に
伴
っ
て
手
継

証
文
と
し
て
同
家
に
残
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
横
田
氏
が
下

村
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
九
月
に
作
成
さ
れ

た
「
山
国
庄
棚
見
方
御
公
用
米
算
用
帳
」（
鳥
居
村
鳥
居
家
文
書
）
に
は
、
国
守
名
の

う
ち
工
方
に
二
十
五
代
の
作
職
を
持
つ
「
横
田
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
月
に

作
成
さ
れ
た
「
山
国
庄
京
上
大
杣
・
棚
見
算
用
帳
」（
同
前
）
に
は
、
棚
見
方
京
上
九

十
人
の
う
ち
下
番
二
十
人
に
「
横
田
」
が
い
る
。
さ
ら
に
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）

九
月
の
「
下
村
検
地
帳
」（
同
前
）
の
屋
敷
六
一
軒
の
う
ち
に
「
禰
き
」
の
記
載
が
あ

り
、横
田
氏
の
可
能
性
が
あ
る
。な
お
同
検
地
帳
に
み
ら
れ
る
下
村
の
小
名
に
は「
よ

こ
田
代
」
が
あ
り
、
横
田
の
苗
字
は
こ
こ
に
由
来
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

近
世
の
横
田
家

　

横
田
家
が
近
世
下
村
の
庄
屋
を
務
め
て
い
た
こ
と
は
、
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）

九
月
六
日
の
「
寅
春
下
村
諸
所
御
普
請
帳
目
録
」（
下
村
横
田
家
文
書
）
に
「
山
国
下

村
庄
ヤ
次
兵
衛
」、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
三
月
十
二
日
の
山
売
券
（
下
村
水
口

家
文
書
）
の
連
署
者
に
「
庄
屋
治
兵
衛
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
ま
た
「
水

口
氏
略
系
図
写
」（
水
口
糸
氏
所
蔵
文
書
）
に
よ
れ
ば
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
正

月
十
二
日
に
死
去
し
た
水
口
重
永
の
女
子
が
「
横
田
治
兵
衛
勝
重
」
に
嫁
い
で
い
た
。

　

横
田
家
が
神
職
の
家
筋
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
掲
文
書
三
、
慶
長
十
九
年
（
一
六

一
四
）
の
田
地
売
券
宛
所
に
「
よ
こ
田
祢
き
殿
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
家
は
「
角
左
衛
門
」
を
名
乗
る
家
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、「
社
家
下
村
角

左
衛
門
」
と
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
次
兵
衛
家
は
こ
の
家

か
ら
分
か
れ
た
と
い
う
所
見
が
あ
る
。「
下
村
横
田
和
泉
」と
署
名
し
て
い
る
文
書（
井

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

図　山国村大字下の小字（明治期）
京都府立京都学・歴彩館所蔵「〔北桑田郡〕山国村大字下小字限り図」（地籍図216）の全体図を
トレース・一部改変。
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戸
村
江
口
家
文
書
）
や
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
は
「
時
社
人　

横
田
将
監
」

と
署
名
す
る
文
書
が
あ
り
、「
和
泉
」
や
「
将
監
」
と
も
名
乗
っ
て
い
た
。
明
治
八

年
（
一
八
七
五
）
二
月
に
横
田
（
定
次
郎
）
惟
貞
が
京
都
府
知
事
に
提
出
し
た
「
阿

波
一
宮
譜
」
は
、
横
田
家
の
出
自
を
清
和
源
氏
小
笠
原
流
一
宮
氏
と
す
る
家
譜
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
横
田
将
監
清
重
が
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
「
身
人
部
」
の
姓

を
賜
わ
り
、
従
六
位
上
和
泉
守
に
叙
任
さ
れ
た
と
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
こ
の
叙
任
を

他
に
確
認
で
き
る
史
料
は
な
い
が
、神
主
と
し
て
初
め
は
将
監
、あ
と
か
ら
和
泉（
守
）

を
名
乗
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
代
替
わ
り
の
際
に
国
守
官
途
に
改
め
て
い
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

由
緒
書
に
み
る
横
田
家

　

山
国
地
域
に
お
い
て
横
田
氏
が
ど
の
よ
う
な
家
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
、
由

緒
書
類
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
正
月
の
日
付

を
持
つ
「
三
十
六
名
八
十
八
家
私
領
田
畑
配
分
并
官
位
次
第
」
に
は
、
行
永
名
の
名

主
の
一
人
と
し
て
「
従
六
位
上
横
田
主
水
祐
行
禎
」
が
い
る
。
天
文
九
年
（
一
五
四

〇
）
卯
月
三
日
の
日
付
が
あ
る
「
丹
波
桑
田
郡
山
国
名
職
帳
」（
京
都
市
横
田
家
文

書
）
に
も
、
行
永
名
の
名
主
の
一
人
と
し
て
「
横
田
将
監
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ち

な
み
に
こ
の
由
緒
書
は
、下
村
か
ら
京
都
市
内
に
転
出
し
た
横
田
家
の
所
蔵
で
あ
る
。

ま
た
天
文
十
九
年
五
月
の
日
付
を
持
つ
「
郷
中
名
主
之
事
」（
上
黒
田
村
吹
上
家
文

書
）
に
は
、
下
村
に
「
横
田
主
水
祐
繁
勝
」
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
中
世
以
前
あ
る
い
は
中
世
の
年
代
に
仮
託
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る

が
、
近
世
の
山
国
地
域
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
由
緒
と
し
て
は
、
横
田
家
は
名
主
の

家
筋
で
あ
っ
た
。
近
世
の
横
田
家
は
中
世
以
来
の
名
主
家
と
し
て
宮
座
の
一
端
に
座

を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

鳥
居
家
と
の
「
同
苗
」
関
係

　

土
地
売
券
が
中
心
の
横
田
文
書
の
中
で
、
唯
一
内
容
を
異
に
し
て
い
る
文
書
に
明

暦
三
年
（
一
六
五
七
）
卯
月
十
三
日
付
「
同
苗
証
状
」
が
あ
る
（
後
掲
文
書
一
一
）。

鳥
居
九
兵
衛
が
「
鳥
居
角
左
衛
門
」
に
対
し
て
、「
か
わ
ち
殿
」
の
代
に
「
た
う
め

う
（
同
苗
ヵ
）」
と
し
た
こ
と
が
今
も
変
わ
ら
な
い
旨
、
確
認
し
て
い
る
。
宛
所
は

鳥
居
の
苗
字
を
冠
さ
れ
て
い
る
が
、
横
田
角
左
衛
門
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
意

味
を
そ
の
ま
ま
取
れ
ば
、
角
左
衛
門
は
鳥
居
氏
と
同
苗
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
こ
れ
に
直
接
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
、
鳥
居
家
の
家
譜
に
残
さ

れ
て
い
る
。
同
家
譜
の
二
十
三
代
清
種
（
九
兵
衛
）
は
近
世
初
頭
の
人
物
と
み
ら
れ

る
が
、
一
代
前
の
康
清
は
「
河
内
守
従
五
位
下
」
と
あ
り
、
ま
た
「
下
村
横
田
将

監
ニ

許
ス

二
鳥
居
氏
一
」
と
注
記
が
あ
る
。
康
清
を
「
か
わ
ち
殿
」
と
み
れ
ば
、
横
田

将
監
は
角
左
衛
門
を
指
し
、
家
譜
で
は
鳥
居
と
な
る
こ
と
を
許
し
た
と
表
現
し
て
い

る
。
ま
た
、
同
家
譜
の
清
種
の
注
記
に
は
「
久
保
又
右
衛
門
許

ス
二
鳥
居
氏
一
」、
さ
ら

に
次
代
の
清
治
（
八
郎
右
衛
門
）
は
「
辻
村
重
助
・
同
村
藤
野
半
右
衛
門

ニ
許
二
鳥
居

氏
ヲ

一
、
為

ス
二
一
族

ト
一
」「
塔
本

エ
許
鳥
居
氏

ヲ
為

ス
二
一
族

ト
一
」
と
あ
り
、
十
七
世
紀

の
終
わ
り
頃
ま
で
の
間
に
、
鳥
居
家
に
よ
る
「
同
苗
認
定
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
形
跡

が
み
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
期
の
文
書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
事
例
は
今
の
と

こ
ろ
本
史
料
の
み
で
あ
り
、
近
世
前
期
の
鳥
居
家
独
自
の
動
き
で
あ
る
か
否
か
も
含

め
判
断
す
る
た
め
の
史
料
を
欠
い
て
い
る
。
史
料
調
査
・
研
究
の
進
展
を
俟
ち
た
い
。

原
所
蔵
者
に
つ
い
て

　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
横
田
文
書
と
は
別
に
、
影
写
本
の
横
田
文
書
が
あ
る

（
請
求
記
号
三
〇
七
一
・
六
二
―
二
二
六
）。
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
影
写

さ
れ
、
文
書
原
蔵
者
は
「
横
田
繁
太
郎
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
姓
同
名
で
明
治

三
十
一
年
四
月
か
ら
同
三
十
五
年
四
月
に
山
国
村
長
を
務
め
た
人
物
が
お
り
、
こ
の

人
物
の
可
能
性
が
高
い
。
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
丹
波
国

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
マ
マ
）

（
35
）

（
マ
マ
）

（
36
）

（
37
）

（
マ
マ
）

（
38
）

（
39
）
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山
国
荘
史
料
』
に
は
、
下
村
横
田
家
文
書
が
計
八
点
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
訳

は
、
①
第
一
章
「
中
世
家
別
文
書
」
に
二
点
、
②
第
三
章
「
太
閤
検
地
帳
」
に
一
点
、

③
第
四
章
「
山
国
荘
名
主
由
緒
書
」
に
一
点
、
④
附
録
第
一
章
「
近
世
家
別
文
書
」

に
四
点
で
あ
る
。
①
の
二
点
は
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
の
六
七
・
六
八
号
で
、
と

も
に
史
料
編
纂
所
影
写
本
に
基
づ
い
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
編
纂
所

の
影
写
本
に
は
六
七
号
に
該
当
す
る
一
点
し
か
存
在
し
な
い
。
よ
っ
て
六
八
号
文
書

は
編
者
が
原
所
蔵
者
と
や
り
取
り
し
て
調
査
・
翻
刻
を
お
こ
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
六
八
号
文
書
に
は
「
京
都
横
田
五
百
三
氏
所
蔵
文
書
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ

れ
が
同
書
編
纂
時
の
横
田
家
文
書
所
蔵
者
の
名
で
あ
ろ
う
。
現
時
点
で
こ
の
家
が
京

都
市
内
に
転
出
し
た
時
期
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
家
と
、
史
料
編
纂
所
所

蔵
横
田
文
書
の
原
所
蔵
家
が
同
じ
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
ず
、
別
の
家
で
あ
る
可
能

性
も
残
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
幕
末
期
の
神
主
で
あ
っ
た
横
田
定
次
郎
惟
貞
は
河
内
守
を
名
乗
っ
た
が
、

郷
内
で
結
成
さ
れ
た
農
兵
隊
の
う
ち
新
兵
組
に
参
加
し
て
い
る
。
同
時
期
に
下
村
の

年
寄
に
は
横
田
兵
左
衛
門
が
み
え
、
同
人
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
戸
長
の
所

見
が
あ
る
。
両
者
と
の
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
山
国
隊
出
征
組
の
中
に
横
田

太
郎
左
衛
門
が
お
り
、
仙
台
ま
で
出
張
し
て
い
る
。

〔
註
〕

（
１
）　

写
真
帳（
請
求
記
号
六
一
七
一
・
三
六
―
三
二
）が
あ
り
、史
料
編
纂
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
所
蔵
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
画
像
閲
覧
可
能
（
モ
ノ
ク
ロ
二
階
調
）。

（
２
）　

坂
田
聡
・
吉
岡
拓
『
民
衆
と
天
皇
』
高
志
書
院
、
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）。

（
３
）　

熱
田
順
「『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』・『
丹
波
国
黒
田
村
史
料
』
の
史
学
史
的
意
義
」

（『
日
本
史
研
究
』
六
七
〇
号
、
平
成
三
十
年
〔
二
〇
一
八
〕
六
月
）
お
よ
び
坂
田
聡

「
丹
波
国
山
国
荘
地
域
の
現
地
調
査
・
そ
の
成
果
と
課
題
」（『
民
衆
史
研
究
』八
五
号
、

平
成
二
十
五
年
〔
二
〇
一
三
〕
五
月
）。

（
４
）　

鳥
居
家
は
中
世
以
来
の
荘
官
家
で
近
世
に
は
庄
屋
を
務
め
た
家
で
あ
る
が
、
明
治

二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
よ
り
大
正
頃
ま
で
鳥
居
小
一
郎
が
山
国
神
社
社
司
を
務
め

た
時
期
が
あ
る
。

（
５
）　
『
中
世
後
期
～
近
世
に
お
け
る
宮
座
と
同
族
に
関
す
る
研
究
―
主
に
丹
波
国
山
国
荘

地
域
を
例
に
―
』
平
成
十
七
年
度
～
十
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告

書
、
研
究
代
表
者
坂
田
聡
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）。
以
下
、
鳥
居
家
文
書
・
山

国
神
社
文
書
の
番
号
は
本
報
告
書
掲
載
目
録
に
よ
る
。

（
６
）　

石
川
達
也
「
守
り
伝
え
ら
れ
た
地
域
の
歴
史
～
山
国
神
社
と
吉
田
家
～
」
坂
田
聡

編
『
禁
裏
領
山
国
荘
』
高
志
書
院
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）。

（
７
）　
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
第
三
七
回
史
料
展
覧
会　

史
料
を
後
世
に
伝
え
る
営
み
』

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）。

（
８
）　

野
田
只
夫
編『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』史
籍
刊
行
会
、昭
和
三
十
三
年（
一
九
五
八
）。

同
編
『
丹
波
国
黒
田
村
史
料
』
黒
田
自
治
会
村
誌
編
纂
委
員
会
、
昭
和
四
十
一
年

（
一
九
六
六
）。

（
９
）　

秋
山
國
三「
近
世
山
国
の
領
主
支
配
と
貢
租
」同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編『
林

業
村
落
の
史
的
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）。

（
10
）　

前
掲
註
（
８
）『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
所
収
「
近
世
家
別
文
書
」。

（
11
）　

竹
田
聴
洲
「
近
世
の
山
国
惣
氏
神
と
山
国
神
宮
寺
」
同
著
『
近
世
村
落
の
社
寺
と

神
仏
習
合
』（
国
書
刊
行
会
、
竹
田
聴
洲
著
作
集
第
四
巻
、
平
成
九
年
〔
一
九
九
七
〕。

一
九
七
二
年
初
出
）
第
四
章
。

（
12
）　

前
掲
註
（
６
）。

（
13
）　

鳥
居
家
文
書
一
―
一
四
〇
。

（
14
）　

鳥
居
家
文
書
一
―
一
三
七
、一
―
一
四
六
。

（
15
）　

口
丹
波
史
談
会
編
・
発
行
『
丹
波
史
談
』
平
成
４
特
・
史
、
桑
下
漫
録
北
郡
之
部
、

平
成
五
年
（
一
九
九
三
）。

（
16
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
四
三
。

（
17
）　
『
丹
波
国
黒
田
村
史
料
』
四
○
九
。

（
18
）　

前
掲
註
（
11
）。

（
19
）　

宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
三
月
「
古
家
撰
伝
集
」（
山
国
神
社
文
書
三
―

一
二
二
）。

（
20
）　
『
桑
下
漫
録
』
に
「
郷
導
里
長
水
口
右
門　

横
田
角
左
衛
門　

水
口
金
七　

同
嘉
右

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）
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衛
門　

横
田
新
介　

同
太
郎
左
衛
門
」
と
あ
る
。

（
21
）　
「
三
十
六
名
八
十
八
家
私
領
田
畑
配
分
并
官
位
次
第
」（
上
黒
田
村
坂
上
谷
家
文
書
、

『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
四
九
）。
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
西
尾
正
仁
「
名
主
家
由

緒
書
の
成
立
過
程
」
坂
田
編
『
禁
裏
領
山
国
荘
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
九
参
照
。

（
22
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
六
。

（
23
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
七
。

（
24
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
三
九
。

（
25
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
四
〇
。

（
26
）　

前
掲
註
（
16
）。

（
27
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
五
四
。

（
28
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
五
二
。

（
29
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
四
五
一
。

（
30
）　

鳥
居
家
文
書
一
―
九
六
。

（
31
）　

前
掲
註
（
19
）
参
照
。

（
32
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
九
三
。

（
33
）　

鳥
居
家
文
書
一
―
一
五
二
―
一
～
三
。

（
34
）　

山
国
神
社
文
書
五
―
一
一
一
―
九
。

（
35
）　

前
掲
註
（
21
）。

（
36
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
五
〇
。

（
37
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
三
五
一
。

（
38
）　
『
丹
波
国
山
国
荘
史
料
』
四
五
三
。

（
39
）　

京
北
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
京
北
町
誌
』
京
北
町
、
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）。

（
40
）　

水
口
民
次
郎
『
丹
波
山
国
隊
史
』
山
国
護
国
神
社
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）、 

九
三
二
頁
。

（
41
）　

山
国
神
社
文
書
五
―
一
一
一
―
一
八
。

（
42
）　

山
国
神
社
文
書
五
―
一
一
一
―
二
三
―
四
―
三
。

（
43
）　

仲
村
研
『
山
国
隊
』
中
公
文
庫
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）。

翻
刻

【
凡
例
】

（
一
）
法
量
の
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

（
二
）
表
題
は
仮
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
虫
損
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
□
で
表
し
た
。

（
四
）
文
字
は
原
則
と
し
て
原
資
料
の
表
記
に
従
っ
た
。

（
五
）
改
行
は
原
則
と
し
て
追
い
込
み
と
し
た
。
ま
た
適
宜
読
点
等
を
補
っ
た
。

（
六
）
西
暦
等
の
説
明
註
は
（　

）
で
、
校
訂
註
は
〔　

〕
で
示
し
た
。

（
七
）
見
せ
消
ち
等
の
抹
消
部
分
は
、
〝
で
表
記
し
た
。

（
八
）
※
を
付
し
た
箇
所
の
註
記
は
、
文
書
の
末
尾
に
※
に
続
け
て
記
し
た
。
小
字

　
　

�

地
名
等
は
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
京
都
府
下
巻
（
竹
内
理
三
編
、
角
川
書

店
、
以
下
『
角
川
地
名
』
と
略
記
）、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
九
月
「
山
国

荘
下
村
検
地
帳
」（『
丹
波
国
黒
田
村
史
料
』
四
○
九
号
、「
下
村
検
地
帳
」
と

略
記
）
に
よ
っ
た
。

一
【
大
郎
次
郎
田
地
売
券
】（
縦
二
七
・
三
、
横
三
三
・
六
）

永
代
賣
渡
申
田
地
之
事

　

合
壱
所
者
下
村
ひ
の
つ
め

ニ
在
之
、

右
件
之
田
地
、
我
等
指
出
領
知
候
得
共
御
年
貢
米
に
つ
ま
り
申
に
仍
、
現
銀
拾
五
匁

目
ニ

末
代
ね
き
殿
へ
賣
渡
申
所
実
正
明
白
也
、
於
此
田
地
者
少
も
他
の
い
ら
ん
さ
ま

た
け
申
者
御
座
有
ま
し
く
候
、
永
代
如
何
様

ニ
も
御
つ
く
り
可
被
成
候
、
公
方
米
ハ

五
斗
七
升
六
合
に
て
御
座
候
、
永
代
賣
巻
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
り
主

　

文
禄
三
年　

十
一
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

大
郎
次
郎
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
九
郎
（
花
押
）

※
１（
樋
ノ
爪
）

東
西
ハ
限
川
を
、

南
北
ハ
限
さ
い
め
を
、

（
マ
マ
）

（
一
五
九
四
）

午甲

※
２
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同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
二
郎
（
略
押
）

　
　
　
　

ね
き
と
の

ま
い
る

　
　
　
　
　

※
１
下
村
の
小
字
に「
樋
の
爪
」あ
り（『
角
川
地
名
』、「
下
村
検
地
帳
」）。

　
　
　
　
　

※
２
「
下
村
検
地
帳
」
に
畠
、
屋
敷
の
持
主
と
し
て
記
載
あ
り
。

二
【
孫
大
郎
畑
売
券
】（
縦
二
六
・
八
、
横
三
六
・
八
）

う
り
請
申
東
之
畑
之
事

　
　

合
銀
子
四
匁

ニ

右
此
畑
ハ
我
等
せ
ん
そ
之
事
候
へ
共
、
き
所
御
ほ
し
か
り
事
に
候
間
、
進
候
を
き
候
、

然
共
御
年
貢
ハ
五
斗
ツ
ヽ
相
寄
可
給
候
、
又
け
ん
ち
候
ハ
ヽ
、
其
方
ヘ
に
□
付
可
被

さ
せ
候
、
其
後
一
言
事
我
等
申
事
有
敷
候
、
仍
う
り
け
ん
状
如
件
、

慶
長
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
大
郎
（
花
押
）

　
　
　

七
月
廿
三
日

よ
こ
た
彦
六
殿

　
　
　
　
　
　

参

三
【
谷
口
彦
二
郎
田
地
売
券
】（
縦
二
三
・
八
、
横
三
五
・
七
）

永
代
賣
申
田
地
之
事

　

合
半
反
、

右
件
田
地
ハ
谷
口
彦
二
郎
下
地
也
、
然
共
仍
而
用
々
有
、
現
銭
七
百
五
拾
文
ニ
よ
こ

田
祢
き
方
へ
永
代
賣
渡
申
処
実
正
明
白
也
、
但
御
年
貢
米
水
帳
四
斗
六
升
三
合
也
、

於
後
日
他
之
違
乱
妨
有
間
敷
、
為
末
代
證
文
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賣
主

慶
長
拾
九
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
口
彦
二
郎
（
略
押
）

　
　

三
月
拾
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

證
明　

谷
口
彦
大
郎
（
略
押
）

よ
こ
田
祢
き
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

源
十
郎
（
略
押
）

　
　
　
　
　

ま
い
る

四
【
与
三
右
衛
門
田
地
売
券
】（
縦　

最
小
二
六
・
一
、
最
大
二
六
・
九
、
横
三
八
・

七
）

永
代
賣
渡
申
田
地
之
事

　

合
半
段
者
、

四
至
ハ　
　
　
　
　
　

右
件
田
地
雖
為
先
祖
相
傳
田
地
、
要
用
有
仍
而
、
銀
子
弐
拾
弐
匁

ニ
永
代
う
り
渡
申

所
実
正
明
白
也
、
若
田
地

ニ
付
而
い
ら
ん
御
座
候
ハ
ヽ
、
此
連
判
物
罷
出
御
理
可
申

候
、
仍
而
永
代
末
代
賣
文
状
如
件
、

　

元
和
八
年
戌
三
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

う
り
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
三
右
衛
門
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

證
人　

源
介
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

北
西
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　

左
衛
門
二
郎
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
近
（
印
）

　

祢
き
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
へ
屋　

三
郎
二
郎
（
花
押
）

　
　
　
　

参　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彦
三
郎
（
略
押
）

五
【
水
口
長
右
衛
門
山
売
券
】（
縦
二
八
・
〇
、
横
三
八
・
八
）

　

永
代
賣
渡
し
申
山
之
事

　

合
壱
ヶ
所
者　

有
所
ハ
山
つ
く
り

ニ
有
之
、

四
方
さ
い
め　

〔
有
ヵ
〕

〔
間
脱
〕

（
一
六
〇
〇
）

但
有
所
わ
よ
こ
田
代
ほ
つ
ぢ
也
、
限
南
源
七
く

い
を
、
限
西
ハ
左
近
く
い
を
、
限
北
な
わ
て
を
、

〔
候
脱
〕

（
一
六
一
四
）

處
ハ
よ
こ
田
た
い
や
ふ
の
下
有
之
、

御
年
貢
高
四
斗
也
、

東
ミ
ソ
限

南
ア
セ
限

西
ハ
あ
せ
ヲ
か
き
り

北
畑
か
き
り
な
り

（
一
六
二
二
）

※

東
ハ
谷
川
下
ハ
古
道
お
か
き
り
、

西
ハ
山
神
の
前
の
水
お
と
し
、
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北
ハ
ミ
祢
の
尾
通
水
な
か
れ
お
か
き
る
、
お
く
ハ
か
い
つ
ほ
か
谷
口
ノ
尾
通
水
な
か

れ
、
右
件
山
ハ
我
等
せ
ん
そ
う
相
伝
の
下
地
也
、
然
と
い
ゑ
と
も
御
年
貢
米
銀
子

ニ

つ
ま
り
、け
ん
銀
四
拾
五
匁

ニ
永
代
賣
渡
シ
申
処
実
正
明
白
也
、仍
永
代
賣
券
状
如
件
、

　

寛
永
十
八
秊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賣
主

　
　
　
　
巳

十
二
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�� 

水
口
長
右
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人　
　
　

傳
助
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
も
い
り　

賀
□
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
欠
損
）

　
　
　
　
　

※
下
村
の
小
字
に
「
山
作
」
あ
り
（『
角
川
地
名
』）。
図
も
参
照
。

六
【
長
兵
衛
（
鳥
居
村
）
他
三
名
山
売
券
】（
縦
二
八
・
二
、
横
四
一
・
三
）

　

永
代
賣
渡
申
山
之
事

　

右
壱
ヶ
所
在
所
ハ
釜
口
谷
馬
場
谷
ノ
内

ニ
有
、

 

四
至
限 

東
ハ
大
峯　
南
ハ
谷
但
奥
ハ
せ
ら
と
の

其
方
之
さ
い
め
か
キ
り

　
　
　
　
北
ハ
尾
ヲ　
西
も
同
し
尾
崎
限
也
、

右
件
之
山
ハ
上
窪
雖
為
相
傳
、
家
督
半
右
衛
門
方
ゟ
為
我
々
買
徳
仕
候
処
実
正
明
白

也
、
雖
然
右
馬
場
谷
之
内
北
ほ
ら
谷
入
分
計
上
窪
所
持
分
代
銀
百
五
十
目

ニ
四
人
之

内
ゟ
其
方
へ
永
代

ニ
賣
渡
申
候
、
右

ニ
半
右
衛
門
ゟ
四
人
ノ
内
へ
か
い
取
申
、
本
券

状
其
方
へ
預
ヶ
置
申
候
、
若
其
方
得
賣
申
候
馬
場
谷
之
山

ニ
而
も
残
我
等
之
抱
之
山

ニ
而
も
違
論
御
座
候
ハ
ヽ
、
其
方
へ
預
ヶ
置
本
状

ニ
而
其
埒
明
可
申
候
、
則
為
其
其

方
ゟ
本
状
之
預
手
形
此
方
へ
取
置
申
候
、
仍
永
代
賣
券
状
如
件
、

　
　

正
保
弐
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賣
主
鳥
居
村

　
　
　

乙
酉　

卯
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
兵
衛

　
　
　
　
　
　

五
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

角
左
衛
門

　
　

辻
村　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

傳
介
（
花
押
）

　
　
　
　

糀
屋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

治
兵
衛（
花
押
）

　
　
　
　
　

治
部
殿

（
裏
書
）

一
、�

こ
れ
ハ
久
保
半
右
衛
門
よ
り
か
い
申
か
も
ち
ば
ゝ
谷
ノ
谷
入
は
か
り
、
か
う
し

や
治
部

ニ
う
り
申
候
状
ノ
う
つ
し
也
、

一
、�

い
な
く
か
い
し
き
鳥
村
長
兵
衛
と
り
ふ
ん

ニ
而
候
へ
と
も
こ
れ
も
辻
村
へ
う
れ

申
候
、

一
、�

め
う
と
い
わ
ノ
谷
か
い
し
き
□
□
口
ば
ゝ
谷
ノ
し
ば
わ
ら
ノ
上
ノ
ゑ
ほ
し
が
谷

ノ
口
ノ
尾
な
か
れ
限
、
角
左
衛
門
か
ゝ
ゑ
□
□
□
□
候
、

　
　
　
　
　

※�

下
村
の
小
字
に
「
釜
口
谷
山
田
」「
馬
場
谷
」
あ
り
（『
角
川
地
名
』）。

図
も
参
照
。

七
【
源
兵
衛
（
下
村
）
田
地
売
券
】（
縦
二
七
・
〇
、
横
三
八
・
九
）

　

永
代
賣
渡
申
田
地
之
事

　
　

合
壱
段
有
所
ハ
よ
こ
た
代

ニ
有
之
、
ゆ
の
口

ニ
有
之
、

　
　

四
方
さ
い
め
ハ
限

※
内

□
□

ニ
三
升
ミ
そ
り
や
う
あ
り

右
之
田
地
、
高
壱
石
ニ
代
銀
五
拾
目

ニ
永
代
賣
渡
申
、
代
銀
ハ
当
座

ニ
請
取
、
子
ノ

御
年
貢

ニ
指
上
申
所
実
正
明
白
也
、
此
田
地

ニ
付
子
々
そ
ゝ
い
ら
ん
妨
有
間
敷
候
、

永
代
末
代
賣
け
ん
状
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
村
庄
や

（
一
六
四
一
）

〔
助

カ
〕

※

（
一
六
四
五
）

〝
〝
〝
〝
〝

〔
居
脱
〕

〔
か
ま
ヵ
〕

〔
あ
る
へ
く
ヵ
〕

〝
〝

東
ハ
ミ
そ
ヲ
、
但
シ
ミ
そ
ゟ
東

ニ
小
町
有
之
、

西
・
南
あ
せ
ヲ
、
北
ハ
な
わ
て
ヲ
、

〔
候
脱
ヵ
〕（

マ
マ
）
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長
右
衛
門
（
印
）

　
　

慶
安
元
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
り
主
下
村
の

　
　
　
　
子
ノ
十
一
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

傳
介
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

太
郎
兵
衛（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使　
　

市
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

喜
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

右
近
（
略
押
）

　
　

よ
こ
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

久
右
衛
門（
略
押
）

　
　
　
　
　

角
左
衛
門
殿
ま
い
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

六
介
（
印
）

　
　
　
　
　

※�

「
内

ニ
～
あ
り
」は
本
文「
右
之
田
地
」の
左
傍
ら
に
記
さ
れ
て
い
る
。

八
【
畠
地
境
目
取
究
状
】（
縦
二
三
・
五
、
横
三
四
・
二
）

　
　
　
　

仕
り
渡
し
申
境
目
之
書
物
之
事

一�

、
我
等
ノ
畠
を
介
九
郎

ニ
御
と
ら
せ
被
成
候
境
目

ニ
少
し
入
合
御
座
候
ヲ
、
其
方
我

等
立
合
東
も
道
限
、
北
も
道
限

ニ
究
、
高
壱
升
付
に
て
代
銀
五
匁
請
取
相
定
申
候

所
実
正
也
、
後
々
末
代

ニ
お
い
て
違
乱
申
間
敷
候
、
為
其
仍
而
状
如
件
、

　
　

慶
安
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賣
主

　
　
　

刁
十
二
月
十
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
近
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　

角
左
衛
門
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

介
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
い
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茂
兵
衛
（
印
）

九
【
長
兵
衛
田
地
売
券
】（
縦
二
八
・
五
、
横
四
〇
・
九
）

　
　

永
代
賣
渡
申
田
地
之
事

合
壱
ヶ
所
在
所
者
大
橋
本
う
ち
あ
け

ニ
有
之
、

　

四
至
限

右
之
田
地
雖
為
先
祖
相
傳
、
辰
之
御
未
進
銀

ニ
迷
惑
仕
候
故
、
高
斗
代
壱
石
五
斗
ノ

所
代
銀
五
拾
目

ニ
永
代
賣
渡
申
所
実
正
明
白
也
、
右
件
ノ
田
地

ニ
付
親
類
不
自
他
人

違
乱
妨
申
者
有
間
敷
候
、
為
其
永
代
賣
券
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賣
主

　

承
應
弐
年
巳

ノ
十
二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

長
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄　
　
　
　
　
　
　
　

庄
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茂
左
衛
門
（
印
）　
　
　

吉
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
右
衛
門
（
印
）　
　
　

次
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
兵
衛
（
印
）　
　
　
　

弥
介
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門
（
印
）　
　

傳
介
（
印
）

　
　

横
田
角
左
衛
門
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　

ま
い
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　

※�

下
村
の
小
字
江
尻
と
岩
ノ
元
の
北
寄
り
に
大
堰
川
に
架
か
る「
殿
橋
」

の
近
辺
か
。
図
参
照
。

一
〇
【
伝
介
山
売
券
】（
縦
三
二
・
六
、
横
四
二
・
六
）

　

う
り
渡
申
山
ノ
事

　
　

合
壱
ヶ
所
山
つ
く
り
こ
い
を
り

ニ
有
之
、

（
一
六
四
八
）

（
一
六
五
〇
）

※

南
者
あ
せ
ヲ
、
西
者
道
ヲ
、

東
者
溝
ヲ
、
北
モ
溝
ヲ
、

（
一
六
五
三
）
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右
之
山
ハ
水
口
長
右
衛
門
ゟ
我
等
を
や
源
兵
衛
は
い
と
く
仕
我
等

ニ
ゆ
す
り
置
候
へ

共
、
今
度
御
未
進
銀

ニ
つ
ま
り
則
本
状
相
そ
へ
、
代
銀
五
十
め

ニ
永
代
其
方
へ
賣
申

所
実
正
也
、
但
シ
さ
い
め
ハ
本
状
の
を
も
て

ニ
、
永
代
さ
ん
は
い
可
被
成
候
、
為
其

仍
而
状
如
件
、

承
應
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
り
主

　
　
午
ノ
十
一
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

傳
介
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
二
郎
（
略
押
）

　
　

よ
こ
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使　

喜
兵
衛
（
略
押
）

　
　
　
　
　

角
左
衛
門
殿
参

　
　
　
　
　

※�

後
の
文
章
に
も
、「
さ
い
め
は
本
状
の
お
も
て
」
と
あ
る
の
で
、
本

来
は
四
至
を
記
載
し
た
本
状
の
添
状
と
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
。

一
一
【
同
苗
証
状
】（
縦
二
九
・
五
、
横
一
八
・
六
）

一
、�

か
わ
ち
殿
御
代

ニ
た
う
め
う

ニ
御
な
し
被
成
候
、い
ま

ニ
相
か
わ
儀
無
之
候
、以
上
、

　
　

明
暦
三
年

　
　
　

卯
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
居
九
兵
衛
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
居
角
左
衛
門
殿
参

一
二
【
伝
介
家
督
村
へ
書
渡
に
つ
き
横
田
和
泉
覚
書
】（
①
縦
二
八
・
八
、
横
三
九
・

四
、
②
二
九
・
〇
、
四
二
・
三
）

　
　

傳
介
し
ん
だ
い
は
て
か
と
く
村
へ
書
渡
被
申
候
折
ふ
し
の
次
第
書
置
も
の
也
、

　
　
　
　

仕
渡
申
一
札
御
未
進
銀
之
事

　
　
　

合
壱
貫
百
七
拾
八
匁
御
未
進
引
を
い
申
候
、

　

右
之
御
未
進
銀

ニ
書
渡
申
候
〇
か
と
く
一
せ
き
ノ
事

一
、
八
ろ
ふ
し
山
口
九
郎
二
郎
分
は
い
徳
共

ニ　

�

不
残　

か
い
敷

一
、
う
ゑ
ノ
山
谷
口
分
は
い
と
く
共

ニ　
　
　
　

�

不
残　

か
い
敷

一
、
わ
つ
れ
ん
ち
山
か
い
し
き　
　
　
　
　
　
　

不
残

一
、
田
地
大
町　

高
弐
石
八
斗　

五
升　

一
、
高
九
斗
い
ち
な
し

一
、
田
地
山
田　

高
壱
石　

一
、
高
壱
石
一
斗
五
升
ひ
へ
田

一
、
田
地
か
と
な
わ
し
ろ　

高
四
斗
五
升
三
斗
五
升　

一
、
高
弐
斗
五
升
し
ん
か
い

一
、
は
田
高
壱
斗
二
升
南
ノ
本　

一
、
高
六
斗
三
升
五
斗
五
升
屋
敷
は
た
方

　
　
　

合
高
七
石
三
斗
五
升
所
不
残
書
渡
申
候
内
ヲ
そ
へ
申
候
、

一
、
高
壱
石
山
田　

銀
百
卅
匁

ニ　

長
右
衛
門
か
い
被
申
候
、

一
、
高
弐
石
八
斗
五
升
大
町　

銀
四
百
八
十
め

ニ　

い
つ
ミ
か
い
被
申
候
、

一
、
高
壱
石
一
斗
五
升
ひ
へ
田　

銀
百
五
十
め

ニ　

藤
左
衛
門
か
い
被
申
候
、

一
、
高
九
斗
い
ち
な
し　

銀
十
弐
匁

ニ　
　
　
　
　

与
十
か
い
被
申
候
、

一
、
高
弐
斗
は
た
け
う
ゑ
ノ
山

ニ
そ
い　
　
　
　
　

い
つ
ミ
か
い
被
申
候
、

一
、
八
ろ
ふ
し
山
口
ま
て
か
い
敷　

銀
百
五
匁

ニ　
　

 

か
い
被
申
候
、

一
、
う
ゑ
ノ
山
か
い
敷
か
ミ
ま
て　

銀
八
拾
匁

ニ　

は
た
廿

ニ　

い
つ
ミ
か
い
、

　
　
　

合
九
百
五
拾
七
匁

ニ
田
地
・
山
・
は
た
う
り
候
て
御
未
進

ニ
上
申
候
、

　
　

�

残
而
弐
百
弐
拾
壱
匁
余
、
此
内
四
拾
目
わ
つ
れ
ん
ぢ
山

ニ
引
、
残
而
百
八
拾
壱

匁
村
中
わ
き
前
此
わ
り
米
七
升
ツ
ヽ
本
や
く
小
や
く
衆
共

ニ
た
し
申
候
、
外

ニ

五
拾
目
か
も
ん

ニ
渡
申
候
、
こ
れ
ハ
大
町
し
ち
物

ニ
入
、
銀
百
目
傳
介
か
り
置

申
候

ニ
付
、
村
中
ゟ
か
も
ん

ニ
渡
、
わ
ひ
事

ニ
て
相
済
申
候
、

一
、
か
と
田
壱
ヶ
所
高
弐
三
斗
斗
五
升
・
同
し
ん
か
い
高
弐
斗
五
升
三
升
、

一
、
南
ノ
本
畑
高
壱
斗
二
升
、
同
は
た
の
ふ
屋
敷
高
六
斗
三
升
五
斗
五
升

右
七
石
三
斗
五
升
の
本
高
所

ニ々
わ
り
付
申
候
内
ヲ

　

�

壱
石
四
斗
五
升
二
斗
五
升
之
所
傳
介

ニ
村
ゟ
と
ら
せ
置
申
候
、
則
傳
介
方
ゟ
村
中

ヘ
一
札
取
置
申
候
、
又
村
ゟ
傳
介
方
へ
も
此
高
壱
石
弐
斗
五
升
之
所
一
札
し
て
と

ら
せ
置
申
候
、
右
之
一
札
庄
や
茂
右
衛
門

ニ
有
之
、
以
上
、

（
親
）

※

（
差
配
ヵ
）

（
一
六
五
四
）

〔
る
脱
ヵ
〕

（
一
六
五
七
）

田
地
・
山
林
・
竹
木
・
は
田
不
残

〝
〝
〝
〝

三
升〝

〝

〝
〝
〝
〝

彦
二
郎

甚
介

〝
（
マ
マ
）

〝
〝

〝
〝
〝
〝

〝
〝
〝
〝
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万
治
四
年
か
の
と
の　
　

お
ほ
へ

　
　
　
　
　
　

�

丑
ノ
三
月
十
三
日　

い
つ
ミ

一
三
【
四
郎
二
郎
（
山
国
下
村
）
田
地
売
券
】（
縦
二
九
・
七
、
横
四
二
・
七
）

　
　
　
　

永
代
賣
渡
シ
申
田
地
之
事

　
　
　
　

合
壱
ヶ
所
有
處
高
野
ノ
下
は
し
つ
め

ニ
有
之
、

　
　

四
方
限
者　

東
ハ
高
き
し
と
と
り
あ
い
、
南
ハ
な
わ
て
下
ハ
さ
い
め
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
西
ハ
大
川
ヲ
、　　
　
　
　

 

北
ハ
く
い
ヲ

　
　

此
内

ニ
少
屋
敷
か
ゝ
え
ち
御
座
候
、
田
地

ニ
な
り
共
可
被
成
候
、

右
之�

田
地
高
壱
石
六
斗
也
、
代
銀
弐
百
五
拾
八
匁
五
分

ニ
永
代
賣
渡
シ
申
處
実
正
明

白
也
、
右
之
内
百
拾
匁
ハ
御
未
進
方
へ
指
上
ヶ
申
候
、
同
百
弐
拾
め
ハ
我
等
右

へ
取
申
候
村
中
之
た
の
も
し
銀

ニ
其
方
よ
り
御
か
け
被
成
候
て
可
被
下
候
、
残

る
弐
拾
八
匁
五
分
其
方
ゟ
か
り
申
借
銀
御
取
う
け
可
被
下
候
、
此
田
地

ニ
付
い

ら
ん
妨
有
間
敷
候
、
為
其
永
代
う
り
け
ん
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
国
下
村

　
　
　
　

寛
文
九
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
り
主　

四
郎
二
郎
（
印
）

　
　
　
　
　

酉
ノ
十
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

庄
や　
　

作
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　
　

新
介
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

九
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

甚
丞
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

吉
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　

横
田
い
つ
ミ
殿　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
よ
り　

猪
右
衛
門
（
花
押
）

一
四
【
林
治
部
山
売
券
】（
縦
二
七
・
四
、
横
三
八
・
三
）

「
あ
ま
起
谷
大
江
こ
」

　
　

永
代
賣
渡
申
山
之
事

　

合
壱
ヶ
所　

但
在
所
者

限
四
至
境
目　

右
件
之
山
者
雖
為
我
等
先
祖
買
徳
、
当
寅
ノ
御
年
貢
地
払
銀

ニ
詰
り
、
現
銀
弐
百
廿

目
に
限
永
代
野
上
長
兵
衛
方
へ
賣
渡
し

御
公
儀
様
へ
指
上
ヶ
申
所
実
正
明
迫
也
、
此
山

ニ
付
後
々
末
代
違
乱
妨
有
間
敷
候
、

仍
永
代
賣
券
状
如
件
、

延
宝
弐
年

甲
寅
十
一
月
廿
一
日　
　
　
　
　

善
兵
衛
（
印
）　
　
　

う
り
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
左
衛
門
（
印
）　

庄
屋　

林
治
部
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
兵
衛
（
印
）　
　

證
人　

同
平
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
右
衛
門
（
印
）　
　
　

中
久
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
左
衛
門
（
印
）　

年
寄　

弥
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　

野
上
長
兵
衛
殿

ま
い
る　
　
　
　
　
　
　

 

同　
　

左
次
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

伊
左
衛
門
（
印
）

一
五
【
太
郎
左
衛
門
山
売
券
】（
縦
二
八
・
九
、
横
四
二
・
六
）

　
　

永
代
賣
渡
シ
申
山
之
事

　

合
山
壱
ヶ
所　
　

但
有
所
者
堂
か
谷

ニ
有
之
、

右
之
山
者
猪
右
衛
門
・
平
左
衛
門
・
新
介
我
等
四
人
之
相
合
山
之
内
、
我
等
壱
人
分

代
銀
百
目

ニ
永
代
賣
渡
シ
申
所
実
正
明
白
也
、
然
上
者
此
山

ニ
付
後
々
末
代
違
乱
妨

御
座
有
間
敷
候
、
為
後
日
賣
券
状
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賣
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
左
衛
門（
印
）

（
一
六
六
一
）

畠

取

合

〝〝
〝
〝
〝

（
一
六
六
九
）

（
端
裏
）

あ
ま
ぎ
谷
之
内

大
ゑ
ご

ニ
有
之
也
、

東
ハ
み
ね　

北
ハ
大
岩
ノ
尾
通　

南
ハ
上
ハ
尾
通
、
中
ハ
谷
川　

西
ハ
谷
川

（
マ
マ
）

（
一
六
七
四
）

※
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天
和
三
年
癸　

　

亥
極
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

庄
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
介
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
郎
右
衛
門（
印
）

　
　
　
　
　
　
　

横
田
角
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　

※
一
三
号
文
書
の
「
と
し
よ
り　

猪
右
衛
門
」
か
。

一
六
【
丹
波
屋
理
右
衛
門
銀
子
借
用
証
文
】（
縦
二
四
・
五
、
横
三
三
・
八
）

　
　
　

借
用
申
銀
子
之
事

　
　

文
銀
百
目

　
　

弐
拾
壱
匁
八
分
五
厘
・
米
弐
斗
三
升
代

合
文
銀
百
弐
拾
壱
匁
八
分
五
厘
也
、

右
之
銀
子
者
此
度
無

入
用
御
座
候
而
借
用
申
処
実
正
也
、
返
弁
之
義
ハ
当

十
一
月
中

ニ
返
済
可
仕
候
、
為
其
借
用
證
文
仍
而
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
波
屋

　

元
文
六
酉
之
年
二
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
右
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

山
国
下
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

将
監
殿

　

右
之
外

ニ
米
壱
石
八
斗
者
去
申
春
ゟ
同
冬
ま
て

ニ
慥

ニ
申
受
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

将
監
殿

【
付
記
】
本
稿
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る

一
般
共
同
研
究
（
平
成
二
十
九
年
度
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
一
六
八
三
）

（
一
七
四
一
）
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